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剰余金の配当に関するお知らせ 
 
当社は、平成 20 年 9 月 17 日開催の取締役会において、平成 20 年 7 月 31 日を基準日とする剰

余金の配当を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 20 年

10 月 21 日開催予定の当社第 9 回定時株主総会に付議する予定であります。 

 

記 
１．配当の内容 

 決定額 直近の配当予想 
前期実績 

（平成 19 年 7 月期） 

基準日 平成 20 年 7 月 31 日 － － 

１ 株 当 たり       

配当金 
100 円 00 銭 － － 

配当金の総額 9,698 千円 － － 

効力発生日 平成 20 年 10 月 22 日 － － 

配当原資 利益剰余金 － － 

 
２．理由 

 当社は、経営基盤の強化と積極的かつ機動的な事業展開に備えるために必要な内部留保の

確保とあわせ、株主に対する利益還元を重要な課題と認識しております。今回、営業利益の

黒字化とともに、最終利益の確保に至ったことから、１株あたり１００円の配当を初めて実

施することを決議し、定時株主総会に付議させていただくことといたしました。 
なお、来期以降の配当につきましては、経営成績等を総合的に勘案したうえで、継続的か

つ安定的な配当の実施を目指します。 
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